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   総務文教常任委員会報告書 

 平成30年６月７日本委員会に付託された事件を審査した結果、次のとおり決

定したので、会議規則第94条第１項の規定により報告します。 

記 

１ 委員会開催日 

  平成30年６月８日（１日間） 

 

２ 審査事件 

  陳情第５号 「2019年度地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出を 

求める陳情書 

 

３ 陳情の趣旨 

  地方自治体は、高齢化が進行する中での医療・介護、子育て支援など社会

保障への対応、地域交通の維持、森林環境政策の推進など、果たす役割が拡

大し、人口減少対策、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施

設の老朽化対策など、新たな政策課題に直面しています。 

  一方、公共サービスを提供する人材が限られる中で、新たなニーズへの対

応と細やかなサービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるために

見合う財源が必要です。 

  こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業

化」など地方財政をターゲットとした歳出削減に向けた議論が加速していま

す。特に、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交

付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながること

が危惧されます。「インセンティブ改革」と併せ、地方交付税制度を利用し

た国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺る

がしかねないものです。 



  このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳

出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立が求められます。 

  これらのことから、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、

地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間

産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小

を含めた検討を行うべきです。 

  また、防災・減災事業については、自治体庁舎をはじめとした公共施設の

耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行う必

要があります。さらに、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治

体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方や

地域間の財源偏在性の是正のための抜本的な解決策の協議を進める必要が

あります。 

  地方自治体の基金は、2004年度の地方交付税・臨時財政対策債の一般財源

の大幅削減による自治体財政危機や自治体にかかわる国の突然の政策変更、

リーマンショックなどの経済環境変動下でも、災害の復旧・復興や住民の福

祉向上のために必要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努めなが

ら積み立てたものであり、これを地方財政計画へ反映すべきではありません。 

以上の趣旨から、意見書の提出を求めるものです。 

 

４ 審査の経過 

  審査にあたっては、陳情の趣旨等について論議がなされ、全会一致で結論

をみた。 

 

５ 審査の結果 

  「採択」すべきものと決した。 


